
保育所(園) 定員
（人）

入所
年(月)齢 電話番号 受付日 受付時間 保　育　時　間

月～金曜日 土曜日

公立

大倉保育所 40 6カ月～ 57-0643

12/10㈫
 ～12㈭

13:00～
17:15

8:00～18:00
北佐原保育所 70 6カ月～ 56-0919 7:30～18:30
香取保育所 60 1歳～ 57-3156 8:00～18:00
佐原保育所 95 産休明け～ 54-1259 7:00～19:00 8:00～17:00
新島保育所 60 産休明け～ 56-0100

8:00～18:00
東大戸保育所 75 1歳～ 52-2618
瑞穂保育所 95 産休明け～ 55-0565 7:00～19:00
栗源保育所 140 6カ月～ 75-2446 7:30～18:30 8:00～17:00
小見川中央保育所 90 1歳～ 82-1041

7:00～18:30小見川東保育所 80 産休明け～ 82-3030 8:00～17:00
小見川南保育所 45 1歳～ 83-8899

公設
民営

たまつくり保育所 120 産休明け～ 54-1469 7:00～19:00 8:00～17:00
香西保育所 45 6カ月～ 58-1656

13:00～
16:30

7:00～18:30 8:00～12:30

私立

佐原めぐみ保育園 90

産休明け～

52-4392 12/9㈪~11㈬ 7:15～18:45 8:30～12:00
まんまる保育園 120 59-3040 12/16㈪~18㈬ 7:30～19:00 8:00～12:30
山倉保育園 60 78-2804

11/20㈬ 13:30～16:30 7:30～18:00
8:00～12:00

八都保育園 90 78-2320 7:30～12:00
府馬保育園 70 78-2104 11/27㈬ 15:00～16:30 7:15～18:45 7:30～17:00
山倉第二保育園 45 79-2228 11/21㈭ 9:00～12:00

7:00～18:30
8:00～12:00

明照保育園 150 82-2643 12/4㈬  9:00～11:00 8:00～17:00
清水保育園 200 82-5701 11/14㈭・15㈮ 13:00～15:00 7:00～17:00

土 曜 保 育：公立保育所の土曜保育は、佐原保育所・小見川東保育所・栗源保育所で実施します。こ
れ以外の公立保育所に入所している場合でも希望により利用できます。

事前説明会：佐原めぐみ保育園では、11月16日㈯の10時から11時まで事前説明会を実施します。そ
の他の保育所（園）では面接時に詳細を説明します。

■各保育所（園）の入所（園）要件と受付日程保育所（園）の入所（園）要件と受付日程

保
育
所
（
園
）

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
保
育
所

（
園
）
の
入
所
を
希
望
す
る
児
童

の
入
所
受
付
お
よ
び
面
接
を
行
い

ま
す
。
入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、

申
し
込
み
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

■
入
所
で
き
る
児
童

　

平
成
26
年
4
月
1
日
に
香
取
市

に
住
所
が
あ
り
、
保
護
者
や
同
居

の
親
族
が
次
の
い
ず
れ
か
の
理
由

で
家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な
世
帯

の
児
童
で
す
。

○
昼
間
家
庭
の
外
で
労
働
し
て
い
る

○
昼
間
家
庭
内
で
児
童
と
離
れ
て

家
事
以
外
の
労
働
を
し
て
い
る

○
妊
娠
中
、
ま
た
は
出
産
後
間
が

な
い

○
病
気
や
負
傷
、
ま
た
は
心
身
に

障
害
を
持
っ
て
い
る

○
長
期
に
わ
た
り
病
気
や
心
身
に

障
害
を
持
っ
て
い
る
同
居
の
親
族

を
常
時
介
護
し
て
い
る

○
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他

の
災
害
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る

■
申
込
書
配
布
期
間

　

11
月
11
日
㈪
〜

■
申
込
書
配
布
場
所

　

市
内
各
保
育
所
、
子
育
て
支
援

課
お
よ
び
各
支
所

■
申
込

　

保
育
時
間
な
ど
を
確
認
の
上
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

希
望
保
育
所
の
受
付
日
に
児
童
と

一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

受
付
日
に
提
出
で
き
な
い
場
合

は
、
12
月
27
日
㈮
ま
で
に
事
前
連

絡
の
上
、
希
望
保
育
所
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
時
に
必
要
な
も
の

　

入
所
申
込
書
、
調
査
票
、
就
労

証
明
書
ま
た
は
内
職
証
明
書
、
雇

用
予
定
証
明
書
（
就
労
予
定
者
）、

診
断
書
（
疾
病
・
介
護
を
理
由
に

入
所
を
希
望
す
る
人
）、
母
子
手

帳
、
印
鑑

■
後
日
提
出
す
る
も
の

　

保
護
者
の
所
得
税
額
な
ど
に

よ
っ
て
保
育
料
を
決
定
し
ま
す
。

◇
確
定
申
告
を
し
た
人　

平
成
25

年
分
確
定
申
告
書
控
え
の
写
し

◇
給
与
収
入
の
み
で
確
定
申
告
を

し
て
い
な
い
人　

平
成
25
年
分
源

泉
徴
収
票
の
写
し
を
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い

■
市
外
の
保
育
所
（
園
）
を
希
望

の
人

　

市
外
の
保
育
所
（
園
）
へ
入
所

を
希
望
す
る
人
は
、
子
育
て
支
援

課
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

※
出
産
な
ど
の
理
由
で
、
年
度
途

中
か
ら
の
入
所
を
希
望
の
人
は
、

事
前
に
保
育
所
（
園
）
な
ど
へ
相

幼稚園 定員
（人） 対　象 受付日時 電話番号

公　

立

佐原幼稚園 210 平成20年4月2日から平成22年4
月1日までに生まれた香取市に住
所のある幼児

12月2日㈪～ 13日㈮
（土・日曜日を除く9
時～ 16時30分）

52-3224
津宮幼稚園 70 57-0818
小見川幼稚園 210 82-3327

私　
　

立

佐原みどり
幼稚園 170 平成21年4月2日から平成23年4

月1日までに生まれた幼児 11月1日㈮～
※満3歳の誕生日を迎えた
幼児は随時入園可能

52-2772

白百合幼稚園 100 平成20年4月2日から平成23年4
月1日までに生まれた幼児 52-4080

■各幼稚園の入園要件と受付日程

平
成
25
年
度
か
ら
子
育
て
支
援

サ
ー
ビ
ス
を
拡
充

保
護
者
の
育
児
休
業
中
の
保
育

　
「
保
護
者
の
育
児
休
業
開
始

前
に
、
す
で
に
保
育
所
に
入
所

し
て
い
た
児
童
」
は
、
申
し
出

に
よ
り
保
育
所
の
入
所
を
継
続

で
き
ま
す
。

談
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
課 

☎
(50)
1
2
5
7

幼
稚
園

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
幼
稚
園
へ

入
園
す
る
幼
児
を
募
集
し
ま
す
。

　

入
園
を
希
望
す
る
園
で
配
付
す

る
入
園
願
に
、
必
要
事
項
を
記
入

し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
要
望
に
応
じ
て
時
間
外

の
預
か
り
保
育
も
行
い
ま
す
。
希

望
者
は
、園
と
直
接
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

各
幼
稚
園
ま
た
は
学
校
教
育
課

 

☎
(50)
1
2
3
9

園
児
募
集

園
児
募
集保育所

（
園
）・
幼
稚
園

保
育
所
（
園
）・
幼
稚
園

※伊地山幼稚園は、園児の募集を行いません

　児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待
防止推進月間」として、全国的に児童虐待を防ぐた
めの取り組みを推進しています。
　児童虐待防止には、相談できる環境や地域の見守
りが大切です。子育てで悩んでいるときや虐待が疑
われる子どもを見かけたときは、迷わずに相談窓口
へ連絡してください。
■児童虐待の現状
　昨年、全国の児童相談所における児童虐待に関
する相談対応件数は約6万件でした。そのうち、約
100人の子どもの尊い命が児童虐待により奪われま
した。香取市で受け付けた児童虐待件数は、平成
23年度は16人、平成24年度は21人、平成25年度
は8月末までで17人です。
■児童虐待とは
○身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺
さぶる、やけどを負わせる、戸外に締め出すなど
○性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せ
る、ポルノグラフィの被写体にするなど
○ネグレクト(育児放棄)…家に閉じ込める、食事を
与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
○心理的虐待…言葉による脅かし、無視、きょうだ
い間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し
て暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス）
など
■相談窓口
○児童母子相談室　☎(50)1121
○児童相談所全国共通ダイヤル☎0570(064)000
問い合わせ
子育て支援課　☎(50)1257

「さしのべた　
その手がこどもの　命綱」

11月は児童虐待防止推進月間

平成25年11月1日 4広報かとり子育て


